
１．はじめに
近年頻発する自然災害を受けて，防災教育に対する取
組や研究はますます活発になった。例えば，平成29
（2017）および30年（2018）年に改訂された小学校・中学
校・高等学校学習指導要領においては，多くの教科・科
目において防災や自然災害に関連する内容が盛り込まれ
た１）。また研究面においても，防災教育の今日的な展
開を整理するとともに，日本各地における先進的な防災
教育の取組を報告したものが増えてきた（例えば，桜井，
2013；学校防災研究プロジェクトチーム，2013，2014，
2015）。
加えて防災への取組，防災教育の展開に当たっても，
多様な文脈でその意義づけがなされている。例えば，安
全教育や今日注目されている ESD（Education for
Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）
といった現代的な諸問題に関わる教育や SDGs
（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）と
いった取組からも防災教育とのつながりが指摘されてい

る。
防災教育の展開に関しては，大きな災害の発生によっ
てその取組の方向性が変化することがある。特に1995年
の阪神淡路大震災は日本の防災教育の転換点として，
2011年の東日本大震災は防災教育の必要性を改めて私た
ちに突きつけるポイントとなった。
このような状況から，学校教育における防災教育の推
進のためにも，多様な文脈で取り組まれてきた防災教育
を整理する必要があると考えられる。これまでにも災害
リスクマネジメントの観点から包括的に防災教育の動向
を検討した桜井（2013），学習指導要領における防災教育
の展開を整理した城下・河田（2007）の研究がある。し
かしながら桜井（2013）は，2013年に刊行された論文で
あることから，東日本大震災以降の具体的な取組につい
ては検討されておらず，城下・河田（2007）も同様に，
現行および新学習指導要領は検討の対象とはなっていな
い。本稿は桜井（2013）および城下・河田（2007）の成
果を適宜参照しながら，日本の学校教育における防災教
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近年頻発する自然災害を受けて，防災教育に対する取組はますます活発になった。本稿は文献研究を通じて，阪神淡路
大震災および東日本大震災の２つの災害を視点に，日本の学校教育における防災教育の展開の特徴について整理すること
を目的とする。防災教育は現代諸問題を扱う他の教育課題とのつながりが強く，近年では安全教育や今日注目される ESD

（持続可能な開発のための教育），SDGs（持続可能な開発目標）といった国際的に展開される教育と結びついて展開されて
いることが多い。また歴史的にみれば，日本の防災教育の取組や方向性は常に変化してきた。学習指導要領に関しては，
防災教育が盛り込まれる教科あるいはそれに関する内容の記述量には時代毎に大きな変化があった。日本では学校教育に
おける防災教育の推進を支援するために，学習指導要領を含めた制度・枠組み作り，そしてこれらに関する研究が盛んに
なされてきた。その一方で，学校教育において防災教育を担う教員に関する研究は，上述の取組や研究に比べると依然と
して少ない状況にある。防災教育を担うことのできる教員の養成および研修の充実，これらに関連する研究は，今後の防
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育の展開について，特に防災教育の在り方に影響を与え
た阪神淡路大震災および東日本大震災の２つの災害を視
点に，整理することを目的とする。はじめに２章では，
国際的な教育動向のなかで防災教育がどのように位置づ
けられているかについて検討する。そのうえで，３章以
降では日本の学校教育における防災教育の変遷・方向性
を，２つの災害を視点に検討する。３章では教育政策に
かかわる文書等の検討から防災教育の方向性の変化につ
いて，４章では教科学習にかかわる学習指導要領におけ
る防災の位置づけとその特徴についてそれぞれ考察す
る。５章ではこれらの検討・整理を踏まえたうえで，日
本の学校教育における防災教育の展開の特徴について述
べる。

２．国際的なスケールにおける防災教育の展開

１）３系統間のつながり
防災教育は，日本国内だけでなく国際的にも注目され
る教育である。ショウほか（2013，p.32）によれば，国際
的なスケールにおける防災教育の取組手法に関して，
ESD，EFA（Education for All：万人のための教育），HFA
（Hyogo Framework for Action：兵庫行動枠組）の３系統が
ある。第１図は，３つの系統間の関係性について整理し

たものである。
国際的なスケールにおける防災教育はショウほか

（2013，p.32）が述べるように，３系統に分けることがで
きるが，その３系統はそれぞれ独立したものではなく，
互いに関連するものである。例えば３系統に共通する点
として，主導機関が国連に関する組織，具体的には ESD
および EFAはユネスコ（UNESCO：国連教育科学文化機
関）が，HFAは国連国際防災戦略（UNISDR）であること
が指摘できる。また近年注目される SDGsの視点からも
関連性が指摘できる。具体的には，SDGsの目標４「質
の高い教育をみんなへ」は1990年から展開する EFA２）

の基本的な理念であり，目標４にぶら下がる形で設定さ
れるターゲット4.7３）は，ESDの文脈から述べられたも
のである。なお HFAに関しては，SDGsへの直接的な言
及はされていないもの，HFAの後継枠組みである仙台防
災枠組４）（Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030）が議論された際，プレドラフトの段階では
SDGsを考慮したものが提示され（小野，2016），最終版
においても SDGsに関する文言をみることができる。

２）ESDおよび HFAの特徴と防災教育との繋がり
ESDは2002年に提唱され，2005年から2014年にかけて

UNDESD（UN-Decade of Education for Sustainable
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第１図 国際的なスケールにおける防災教育の取組手法

出典：ショウほか（2013）をもとに筆者作成。



Development：国連持続可能な開発のための教育の10年）
が設定され，ESD の普及が目指された５）。また平成
29/30（2017/2018）年に改訂された学習指導要領におい
ても社会系教科あるいは理科を中心に ESDへの取組が
示された。ESDでは，学習内容として現代的・地球的諸
課題が中心となる。これらの課題に自然災害あるいは防
災（教育）を位置付けて実践する事例も多々みることが
できる６）。また ESDと防災教育，そしてその両者に密
接に関係する環境教育において育成が期待させる力につ
いて検討した学校防災研究プロジェクトチーム（2015，
p.13）によると，防災教育と環境教育の目標間では第２
図に示すような対応関係がある。さらに学校防災研究プ
ロジェクトチーム（2015，pp.13-14）は，環境教育の具体
化の一つが防災教育であり，さらに持続可能な開発に関
する価値観や体系的な思考といった ESDで育みたい力
は，防災教育を実現するために必要な力とも大きく関連
していることを指摘している。
UNISDRで採択された HFAでは，2005年から2015年
にかけて取り組むべき教育を含む幅広い分野での防災の
ための行動計画が示されている。HFAは「学校教育と学
校外教育，意識の啓発は，災害リスクを軽減する上で重
要な役割を果たすと強調している」と提示し，同時に「教
育に防災を取り入れる重要性を訴えた」（ショウほか，
2013，p.34）。また HFAでは５つ優先行動のテーマ７）が
採択され，そのうちの一つである「３）すべてのレベル
において，安全と災害への対応の文化を築くための，知
識，技術革新，教育を用いる」は学校教育と最も関連し
ている（藤岡，2008）。そこでは，「情報の管理と交換」，
「教育と研修」，「研究」，「意識の啓発」の５つの活動が設
定されている（藤岡，2008；ショウほか，2013，p.35）。
また先述のように，HFAの後継として仙台防災枠組が
2015年に開催された第３回国連防災世界会議において策
定された。仙台防災枠組では HFAの優先行動テーマで
示されたように，教育に力点を置いたものはみることは
できないが，４つの優先行動８）において示される具体

的な内容において，教育と関連する項目９）をみること
ができる。
ショウほか（2013）が指摘するように，国際的なスケー
ルでは防災教育はそれのみ単独で実施されるのではな
く，すでに展開されている国際的な教育活動等と結びつ
けられながら展開していることがわかる。とりわけ，
ESDの普及に当たって設定された UNDESDと HFAは
ほぼ同時期に実施されたものであり，日本国内でも HFA
と ESDとを結びつけながら防災教育を考える事例もあ
る（例えば，藤岡，2008）。このように国際的な防災教育
の展開は，世界各国で取組が求められる SDGs，ひいて
は持続可能な社会づくりにもつながるものである。

３．２つの災害を通じた防災教育の位置づけと方向性の変化

１）防災・防災教育における２つの大震災と変化
「自然災害に常に脅かされてきた日本では，防災教育
は新しいものではない」と桜井（2013，p.148）が述べる
ように，防災教育は古くから取り組まれてきた10）。そ
の中でも防災および防災教育に対して大きな変化を与え
たのが，平成７（1995）年に発生した阪神淡路大震災お
よび平成23年（2011）年に発生した東日本大震災の２つ
の震災である。
ａ）阪神淡路大震災以降
阪神淡路大震災は，「それまでの防災行政や地域防災
実践を根本から問い直すと同時に，防災教育のあり方に
も抜本的な変更を要請することになった」（矢守，2010，
p.292）。耐震構造や建築基準による施設の強化といった
ハード面だけでなく，危機管理などのシステム等，保険
などの保障制度といったソフト面の改善等に迫られた
（学校防災研究プロジェクトチーム，2014，pp.15-16）。
また「防災」という言葉に加え，発生を防ぐことができ
ない自然災害に対して，被害を少なくする努力を重視し
た「減災」も用いられるようになった（学校防災研究プ
ロジェクトチーム，2014，p.15）。学校教育における防災
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第２図 防災教育と環境教育との目標の対応関係



教育の取組に関して桜井（2013，p.150）は，諏訪（2011）
を引用しながら，「単発訓練型』のイベントとして考えら
れていた防災教育から，『命や助け合い，思いやりといっ
た防災の教訓を伝え，震災体験に学び“人としての生き
方・在り方”を考える『新たな防災』」へと変化したこと
を指摘する。
国レベル11）（当時の文部省を中心に）では，震災年に

「学校等の防災体制等の充実について」という調査報告
がなされるとともに，文部省（1998）が『生きる力をは
ぐくむ防災教育の展開』を刊行した（桜井，2013；学校
防災研究プロジェクトチーム，2014，p.16）。被災地であ
る兵庫県，とりわけ神戸市においても，1996年に神戸市
教育委員会が「防災教育推進委員会」を設置し，指導資
料『生きる力を育む防災教育』，また小学校・中学校にお
ける副読本『しあわせはこぼう』を発行した（桜井，2013）。
また防災教育の取組に関して，カリキュラムや教材だけ
でなく，それを担う教員の在り方や資質に関しても近年
言及されている。近年，都道府県・政令指定都市の教育
委員会によって教員育成指標が策定されており，その中
に防災（教育）に関する資質に関する指標をみることが

できる。例えば，令和元（2019）年現在，兵庫県教育委
員会12）の「兵庫県教員資質向上指標」（教諭等）並びに
「兵庫県管理職資質向上指標」（管理職），神戸市教育委員
会13）の「神戸市教員育成指標」（教諭等）（管理職）では，
第１表および第２表に示すような資質が提示されてい
る。兵庫県および神戸市のどちらの指標においても，震
災に関する教訓と経験の継承が示されている。また兵庫
県教員資質向上指標」（教諭等（管理職）では「共生の心」
を育むこと，「神戸市教員育成指標」（管理職）では防災
マニュアルの扱いが資質の中に盛り込まれている。

ｂ）東日本大震災以降
東日本大震災後，平成10（1998）年に刊行された『生
きる力をはぐくむ防災教育』の改訂版である『学校防災
のための参考資料『生きる力』を育む防災教育の展開』
が，平成25年（2013）年に刊行された（学校防災研究プ
ロジェクトチーム，2014，p.16）。東日本大震災後，防災
教育に関する理念に関しては大きく変わることがなかっ
た一方で，自然災害に応じた具体的な防災教育，防災管
理の内容，方法が記述されることになった（学校防災研
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第１表 「兵庫県教員資質向上指標」における防災教育に関する指標

第２表 「神戸市教員育成指標」における防災教育に関する指標



究プロジェクトチーム，2014，p.17）
また防災教育・減災教育とともに，注目されるのが復
興教育である。「被災者が震災をどう受け止め，これか
らの復興をどう担っていくかという視点は，東日本大震
災を乗り越えるという意味では最も重要な視点の１つ」
であり，この視点で３・11後の学校教育を見たときに注
目すべきものが「復興教育」と呼ばれる取組である（村
上ほか，2014，p.126）。復興教育の推進に当たっては，国
レベルでは文部科学省が2011年度から「復興教育支援事
業」を実施し，県レベルにおいても岩手県の「いわての
復興教育」のような活動が展開している（村上ほか，
2014）。また防災教育と復興教育の実施に当たっては，
その相違点を踏まえて実施する必要がある。その相違点
について小金澤（2013，p.10）は，「復興教育も，防災教
育と同様に地域条件を踏まえて教育プログラムの作成が
必要になっている」と述べ，特に復興教育の視点として，
１）「地域の産業の復興を見通すために，地域をしっかり
と調べること」，２）「地域の環境や景観を踏まえた復興」
の２点を提示した。こうした中で，被災地における防災
教育および復興教育の取組が報告されている。例えば，
社会科および総合的な学習の時間における取組では「地
域や子どもの状況に配慮しつつ，学習者の被災・支援体
験を活用する，あるいは保護者や地域住民の同様の体験
等に学びつつ，防災や復興について考える学習が多い」
（日本社会科教育学会，2018，p.215）こと，福島県の公立
中学校における防災教育の取組に関する調査では，総合
的な学習の時間においては地域の過去の災害が中心に置
かれていること，社会科では一般的な災害が中心に扱わ
れていることが明らかにされた（日本社会科教育学会，
2018，pp.10-11）。
学校教育における防災教育の取組の対象には，幼稚園，
小学校，中学校，高等学校とともに，当然ながら特別支
援学校も含まれている。特別支援学校では，様々な障が
いをもった児童・生徒が在籍しており，個別支援が必要
であり，もし，発災し避難が必要な場合，支援に応じた
避難方法など通常学校とは異なった対応を取らなければ
ならず，より困難を極めると考えられる。文部科学省
（2013，p.14）もまた防災の指導計画の作成に当たっては
「障害のある児童生徒等について，個々の障害の状態等
に応じた指導内容や指導方法を工夫する」こと，「地域や
学校の実態に応じて，地域の関係機関や高等学校等と連
携しながら避難訓練を行うなど，地域と一体となった防
災教育を検討する」ことの必要性を指摘している14）。
東日本大震災など大災害を契機として，新たな対応策を
検討・実践したり，地域などと連携を取り始めたりして
いる学校が増えてきた。例えば，富山大学人間発達科学
部附属特別支援学校では，防災教育を教育課程に位置付
けたり，地域や家庭と連携した防災教育を実践したりし

ている（和田ほか，2016）。また，学校内での取組を学校
間での共有も進められており，大分県においては大分大
学が主催となり，特別支援学校で行われている防災教育
実践を発表するシンポジウムを開催し，学校間連携を進
めている15）。特別支援学校という特性上，防災教育に
関するノウハウの蓄積が十分ではない状況で互いの学校
の取組を共有することで防災教育の充実に努めているこ
とが伺える。

２）防災教育の目標およびその取組の方向性の変化
ａ）防災教育の目標
防災教育について文部科学省（2013，p.6）では，「防災
教育には，防災に関する基礎的・基本的事項を系統的に
理解し，思考力，判断力を高め，働かせることによって
防災について適切な意志決定ができるようにすることを
ねらいとする側面がある」とし，主としてこれらの内容
に関連のある教科学習および総合的な学習の時間で扱わ
れることが多いと示されている。「一方で，当面してい
る，あるいは近い将来予測される防災に関する問題を中
心に取り上げ，安全の保持増進に関する実践的な能力や
態度，さらには望ましい習慣の形成を目指して行う側面」
もあり，これらの部分に関しては，ホームルームや学校
行事などの教科外活動で扱われることが多い（文部科学
省，2013，p.6）。またこれら２側面は当然ながら独立し
たものではなく，防災教育はクロス・カリキュラム（教
科横断）の視点から，学校における教育活動全体で取り
組まれるべきものである。文部科学省（2013，p.6）が指
摘するように，「児童生徒等の発達の段階に応じ，この２
つの側面の相互の関連を図りながら，計画的，継続的に
行われるものである」。これらを踏まえて，文部科学省
（2013，p.8）の『学校防災のための参考資料 「生きる
力」を育む防災教育の展開』では，防災教育の目標・ね
らいとして第２図に示した３つの目標が示されている。
ｂ）防災教育の方向性の変化
前節で述べたように日本の防災教育の方向性や在り方
は，阪神淡路大震災および東日本大震災の２つの大震災
を起点に大きく変化した。阪神淡路大震災以前では，防
災教育＝単発訓練型であったものが，震災以降では「命
や助け合い，思いやりといった防災の教訓を伝え，震災
体験に学び“人としての生き方・在り方”を考える新たな
防災」へと変化16）した（諏訪，2011）ように，防災教育
の方向性は災害を経験するたびに変化してきた。
例えば桜井（2013）は，1997年の「学校等の防災体制
の充実について（第二次報告）」，2007年の「防災教支援
に関する懇談会」中間とりまとめ」，および2011-2012年
の「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関す
る有識者会議 中間報告」の比較検討することで，防災
教育の変遷について整理した（第３表）。第３表の「特徴」
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の項目から，防災を事前の備えから復興というように長
期で捉えようとしたり，学校教育だけでなく地域や社会
の活動を含めて防災教育を展開しようとしたりする動き
があるなど，防災教育の方向性が変化してきたことがわ
かる。また桜井（2013）は，自らの命を守り抜くことだ
けでなく他人や地域を支援し役に立つこと，言い換えれ
ば自助だけでなく共助の考え方が入ったこと，そして片
田（2011）を引用しながら日本の防災教育の方向性につ
いて「脅しの防災教育」から「知識の防災教育」，そして
「姿勢の防災教育」へと発展していることを主張してい
る。

４．学習指導要領と防災教育

防災教育は大災害を契機としながら，社会的要請も相
まって実践などの取組が進められてきている。特に各種
学校では，教育活動内で防災教育を展開し，防災意識の
醸成に努めている。一方で教育活動の根底，とりわけ教
科指導の在り方を大きく規定するものが，文部科学省か
ら示されている学習指導要領である。一連の教育活動は
学習指導要領をもとに展開されており，学校における防
災教育も同様である。学習指導要領は昭和22（1947）年
に試案として刊行されて以降，約10年間隔で改訂され，
2019年時点では平成29/30年（2017/2018）年に告示され
た学習指導要領への移行期間に入っている。そして，小
学校では2020年度，中学校では2021年度より全面実施，
高等学校では2022年度より学年進行で実施が予定されて
いる17）。
では，これまでの学習指導要領上において防災教育に
関する内容はどのように明記されてきたのか。学習指導
要領の変遷からみた防災教育に関する研究には，城下・

河田（2007）がある。城下らは防災教育の導入に際する
制度的課題について各年代の学習指導要領を分析するこ
とで明らかにした。その中で，防災教育に関する内容は
戦争直後に初めて作成された昭和22（1947）年刊行の学
習指導要領（試案）から含まれていることが指摘されて
いる。具体的な内容として中学校社会科での単元が示さ
れており，その１節に防災に関する内容が示されている。
その学習過程について「我が国の災害環境を紹介し，被
害抑止，被害軽減の両側面からの災害対策の必要性を述
べる」（城下・河田，2007，p.168）と記しており，今日実
践されている防災教育にも活用できるような文言が，防
災教育の内容として含まれている。当初は防災教育に関
する内容が社会科に盛り込まれていたが，他教科と学習
内容が重複しているなどの理由で教育現場の混乱を招い
たため，学習指導要領の内容見直しが行われた（城下・
河田，2007）。その結果として，社会科から理科へ防災教
育の内容が移行したと指摘している。加えて，学習指導
要領の改訂が行われるたびに，防災教育に関する内容は
大きく減少してきた。その理由として，「経験主義的な
カリキュラムに代わり，学問としての系統性を重視する
「系統主義」と呼ばれるカリキュラムへと変化した（城
下・河田，2007，p.171）」点や防災教育の学習内容が社会
科以外との教科と重複していた点が挙げられている。
このような状況が続く中で，阪神淡路大震災や東日本
大震災など甚大な災害が発生し，それにより防災教育の
必要性が高まってきた。加えて，教育課程の変化も防災
教育の取組を進めるカギとなっている。阪神淡路大震災
以降において改訂された平成10/11（1998/1999）年版学
習指導要領において，2002年より各学校で「総合的な学
習の時間（以下，総合学習とする）」が本格的に実施され，
総合学習を中心として学校全体で防災教育に取り組む学
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校がみられた18）（桜井，2013）。すなわち，総合学習を
中心としながら各教科の学習においても防災の視点を取
り入れたりするような展開が行われていた。
東日本大震災以降においては，2013年に刊行された『学
校防災のための参考資料『生きる力』を育む防災教育の
展開』では平成20/21（2008/2009）年版学習指導要領に
おける各教科の防災教育に関する内容がまとめられてい
る。第４表はその内容の一部をまとめたものである。
第４表からわかる通り，多くの教科において防災教育
に関する内容が含まれている。これらの教科が単独で防
災教育を展開するのではなく，お互いの内容を有機的に
関連づけることでより教育効果のある防災教育を展開す

ることが必要となってくる。
さらなる動きとして，平成30（2018）年告示の高等学
校学習指導要領では地理歴史科および公民科に新たな科
目が設置された。特に地理歴史科ではこれまでの科目
「地理 A／ B」「日本史 A／ B」「世界史 A／ B」が廃止
され，新たに「地理総合／探究」「歴史総合」「日本史探
究」「世界史探究」が新設された。その「地理総合」の学
習内容の３本柱の一つとして，「防災」が盛り込まれるこ
とになった。具体的には「Ｃ 持続可能な地域づくりと
私たち」の中に「 ⑴ 自然環境と防災」である。この単
元で身に付けるべき知識及び思考力等が第５表である。
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第５表 「地理総合」大項目Ｃの「 ⑴ 自然環境と防災」における知識・技能と思考力等

第４表 平成20/21年版学習指導要領における防災に関する内容の記述

出典：文部科学省（2013,pp.15-22）より筆者作成。

出典：文部科学省（2018,pp.49-50）より筆者作成。



平成29/30年版学習指導要領から，学習を通して身に
付けるべき知識及び技能，思考力・判断力・表現力等を
明文化して示すようになっており，まず知識及び技能に
ついては災害の特徴や地域性などを認識させつつ，地図
活用をメインとした地理的技能の育成を図るよう定めら
れている。思考力・判断力・表現力については，災害が
発生する要因を多角的に考察し，対応策などを検討，表
現できるようにすることが定められている。すなわち，
コンテンツを学ぶだけではなくどのような能力を育成さ
せたいのか，すなわちコンピテンシーの育成に重点が置
かれるようになってきている。このように，防災教育に
関する内容が明文化されるとともに育成すべき到達像が
示されたことで，防災教育への取組の充実がさらに必要
となってくる。その充実を図る方策の一つが関連性の高
い教育的課題との連携である。例えば，上記に示した「地
理総合」では，学習内容の大きな柱として防災のほかに
GIS（地理情報システム）や国際理解（グローバル），ESD
がある。このような分野と防災を融合させて学習を展開
することでより学習効果が高くなると思われる。
以上から，防災教育に関する内容は戦争直後に導入さ
れた学習指導要領（試案）に盛り込まれ，学力低下など
の批判から一度は内容が削減されたものの，昨今の災害

状況などを踏まえて改めて防災教育が盛り込まれた形と
なった。それに合わせて，文部科学省などによって防災
教育に関する資料（マニュアル）や指導案などが作成さ
れてきている。例えば，2010年に文部科学省によって
『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』が刊行され，
災害安全を含む安全教育に関する資料が整備され，昨今
の災害状況を踏まえて2019年３月に改訂版が公表されて
いる。その内容に「（前略）各教科等の安全に関する内容
のつながりを整理し教育課程を編成することが重要であ
る」（文部科学省，2019，p.30）と述べられている。つま
り，学習指導要領（各教科）の内容を考慮しながら，安
全教育に取り組むことが求められており，その中に防災
教育も含まれている。

５．おわりに

本稿では，阪神淡路大震災と東日本大震災の２つの災
害を視点に文献研究から，日本の学校教育における防災
教育の展開について整理を試みた。第３図は，本稿で述
べた防災教育に関連する政策や取組を時系列に従って整
理したものである。
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桜井（2013）が指摘するまでもなく，自然災害が多い
日本では，防災教育への取組はもはや避けては通れない。
しかしながら歴史的にみれば，その取組や方向性は常に
変化してきた。学習指導要領に関していえば，昭和22
（1947）年の学習指導要領（試案）段階では，社会科を中
心とした教科で災害に関する内容が位置づけられ，取り
組まれていた一方で，経験主義から系統主義のカリキュ
ラムへと移行する中で，防災に関する内容の減少あるい
は削減がなされた。その中で２回の大震災を契機に，再
び防災教育への取組が求められ，取り組む教科およびそ
の内容への災害・防災に関する記述が増加した。また防
災教育は他の教育課題とのつながりが強く，近年では安
全教育や，ESD，SDGsといった国際的に展開される教
育と結びついて展開されていることが多い。
このように学校教育における防災教育の推進を支援す
るために，学習指導要領を含めた制度・枠組み作り，こ
れらに関する研究は盛んになされてきた。その一方で，
学校教育において防災教育を担う教員に関する研究は，
上述の取組や研究に比べると依然として少ない状況にあ
る19）。学部や大学院での養成，現場等における研修を
通じて，防災教育を担うことができる教員をどのように
育て，成長を促すのか，あるいはどのような資質・能力
の獲得を促すのかといった点，そしてそのための研究は，
今後の防災教育を進めるうえで重要な課題である。

付記
第１，２章は阪上，第４章は村田，第３章および５章
は共同で執筆した。

注
１）防災に関する内容は，安全教育の文脈でも取り上げ
られている。平成31（2019）年３月に改訂された文部
科学省（2019，pp.152-162）の『学校安全資料 「生き
る力」をはぐくむ学校での安全教育』（改訂２版）にお
いても，防災を含む安全に関する教育が新学習指導要
領の各教科の記述どのように記述されているかが整理
されている。
２）EFAの歴史的展開に関しては小川ほか（2005，pp.
6-32）が詳しい。また SDGsの前に実施されたMDGs
（Millennium Development Goals；ミレニアム開発）にお
いても，基礎教育重要性が指摘されており，この点に
HFAも関連している。
３）2030年までに，持続可能な開発のための教育及び持
続可能なライフスタイル，人権，男女の平等，平和及
び非暴力的文化の推進，グローバル・シチズンシップ，
文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の
教育を通して，全ての学習者が，持続可能な開発を促
進するために必要な知識及び技能を習得できるように

する（三宅，2016，p.67）。
４）仙台防災枠組の仮訳は以下のファイル「仙台防災枠
組2015-2030（仮訳）」で閲覧できる。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000081166.pdf（最終
閲覧日：2019年４月３日）
５）UNDESD終了時には，さらなる ESDの推進と実践
を目指した GAP（The Global Action Programme on
Education for Sustainable Development：持続可能な開発
のための教育（ESD）に関するグローバル・アクショ
ン・プログラム）が，2015年の国連サミットでは「持
続可能な開発のための2030 アジェンダ（Transforming
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development）」
が採択された（阪上，2018）。
６）例えば，藤岡（2008）。
７）５つのテーマは以下である；１）災害リスクの軽減
は，実施に向け，強い組織的な基盤を持つ国家・地方
での優先事項であることを保証する，２）災害リスク
の特定，評価，監視及び早期の警戒を強める，３）全
てのレベルにおいて，安全と災害への対応の文化を築
くための，知識，技術革新，教育を用いる，４）潜在
的なリスク要因を削除する，５）全てのレベルにおい
て，効果的な対応のために，災害への準備を強める（藤
岡，2008）。
８）４つのテーマは以下である；１）災害リスクの理解，
２）災害リスク管理のための災害リスク・ガバナンス
の強化，３）強靭性のための災害リスク削減のための
投資，４）効果的な応急対応のための災害への備えの
強化と，復旧・再建・復興における良い復興（注４の
資料）。
９）教育と関連する項目として，以下の項目がある：「優
先行動１：災害リスクの理解 国家レベル及び地方レ
ベル⑴ 災害の予防，緩和，備え，応急対応，復旧・復
興などの災害リスクに関する知識を，公式・非公式な
教育，及びあらゆるレベルの市民教育並びに専門的な
教育と訓練に取り入れることを促進する」（注４の資
料）。
10）例として桜井（2013）は，第二次世界大戦前の1937
年から10年間国定国語教科書に掲載された「稲むらの
火」を示している。
11）桜井（2013）によれば，文部科学省を中心に学校を
中心とした防災教育の推進に取組，とりわけ１）学習
指導要領に防災教育を位置づける，２）防災教育に関
する指導資料・教材の作成・配布を行う，３）防災教
育に係る指導者の研修を行う等である。
12）ウェブサイト：兵庫県教育委員会事務局教職員課「教
員等の資質向上に関する指標及び教職員研修計画」
（2017年策定）https: //www.hyogo-c. ed. jp/~kyoshokuin-
bo/kyoshokuinkensyuu.html （最終閲覧日：2019年４月
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４日）
13）ウェブサイト：神戸市総合教育センター「神戸市
教員育成指標」（2018年策定）http://www2.kobe-c.ed.
jp/kec/index.php?page_id =168 （最終閲覧日：2019年
４月４日）
14）文部科学省（2013，pp.159－188）では，特別支援学
校に焦点を当てた防災教育計画の例が，障がいの種類
ごとに示されている。
15）例えば，大分大学教育学部が2018年３月20日に「地
理学×特支×防災教育 シンポジウム」を開催してい
る。https://www.oita-u.ac.jp/000041198.pdf
16）一方で桜井（2013）が指摘するように，依然として
「防災教育＝防災訓練」捉えられていることや，「防災
教育＝こわい，つらい」というイメージで捉えられて
いる現状もある。
17）新学習指導要領の改訂スケジュールについては以下
のファイル「今後の学習指導要領改訂に関するスケ
ジュール」で提示されている。
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/08/1
384661_001.pdf （最終閲覧日：2019年４月16日）
18）桜井（2013，p.150）は総合学習が「特定の教科に収
まりきらず，ハザードや災害対応，社会背景などといっ
た社会の様々な領域にまたがる防災教育を横断的に取
り上げる授業時間」であったことが普及の後押しに
なったと述べている。
19）事例は少ないものの，以下の研究報告がある；谷村・
太田（2014），村山・八木（2016）。
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